
【教育施設の耐震診断結果について】
平成20年6月に「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律が成立し、 6月18日付けで施行されました。この改正により、公立の幼稚園、

小学校、中学校などの校舎等について、耐震診断の実施及び耐震診断結果の公表が義務付けられております。

言うまでもなく、学校施設は児童生徒が1日の大半を過ごす生活の場であると同時に、地域住民等の緊急避難所の役割を果たすことから、防災
機能の充実強化は最優先課題でありましたので、 j;慢性の把握を早急に行うため、篠栗町では平成17年度と18年度に耐震診断を行いました。

翌年には、その診断結果で補強等の改修工事が必要と判定された建物について、耐震補強工事を実施し完τしましたので、町内の学校教育施
設はすべて安全性が確保されています。つきましては、少し遅くなりましたが篠栗町の耐震診断結果を下記のとおり町民のみなさまにお知らせいた l

します。

篠栗小学校

基準に適合しているため、今回の耐震診断から除外しています。
昭和61年建の篠栗北中学校校舎(普通教室棟)は、校舎増築工事に伴う建築確認申請の関係で普通教室棟のみ耐震診断を実施しています。

・用語の説明くls値(構造耐震指標)>
建物の総合的な耐震安全性に関わる指標で、地震の震動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性を表し、その数値が夫きい
ほど地震に強い建物といえます。
阪神大震災等の過去の地震被害では、 ls値がO.6未満の建物に大きな被害が集中しています。学校の校舎等においては、その重
要性を考慮して文部科学省はこのls値の判定基準をO.7以上としています。

くq値またはOtuSD値(保有水平耐力に係る指標)>
保有水平耐力が極端に小さくなっていないことを確認するために用いる指標で、 ls値が判定基準を満たした場合であってもq値が一
定値以上となることを確認する必要があります。
r建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、 ls値がO.6以上である場合で、かつq値が1.0以上の場合であれば地震時の倒
壊・崩犠の危険性が低いとされています。診断基準では、 qij直に代わる指標としてOtuSD値を用いて、診断基準は0.3以上とされています。


